
　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、

本市の平成２２年度決算に係る健全化判断比率及び各公営企業等の資金不足比率について、下記のと

おり公表します。

　健全化判断比率 （単位：％）

※　高崎市の数値における実質赤字比率及び連結実質赤字比率の「－」表示はそれぞれ

　　赤字額がないことを示します。

　資金不足比率 （単位：％）

※　高崎市の数値における「－」表示は資金不足が生じていないことを示します。
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１　財政健全化法の概要について

　　平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、

　毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、その意見を付

　け議会に報告し、住民に対し公表することが義務付けられました。

　　健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合には、自主的な財政健全化に必要な歳入

　確保策や歳出削減を盛り込んだ「財政健全化計画」を策定し、その進捗状況を議会に報告し、住民

　に公表する義務が生じます。（財政健全化団体）

　　また、財政再生基準以上の場合には、財政健全化団体と同様な「財政再生計画」を策定、報告、

　公表し、計画に基づく予算編成や総務大臣の同意を得た上での地方債の発行など、国の厳しい関与

　のもとでの行財政運営が求められます。（財政再生団体）

　　同様に、各公営企業の資金不足比率が経営健全基準以上になった場合は、「経営健全化計画」を

　策定し、その進捗状況を議会に報告し、住民に公表した上で、計画的に健全化を図ることとなりま

　す。

 ○　早期健全化基準・財政再生基準と高崎市の状況

財政再生基準

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

※ は高崎市の数値を表します。

※　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定され

　　ない場合、並びに資金の不足額が生じていない場合は「－」を表示しております。

※　連結実質赤字比率の財政再生基準は経過措置により、平成２０年度および平成２１年度決算

　　は４０％、平成２２年度決算は３５％、平成２３年度決算以降は３０％となります。
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２　健全化判断比率及び資金不足比率について

（１）実質赤字比率

　　一般会計等の歳入総額から歳出総額を差し引いた実質的な赤字額が、市税等の一般財源（標準財

　政規模）に対して占める割合で、財政運営の深刻度を示すものです。

　　※　標準財政規模：人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模

（２）連結実質赤字比率

　　全ての会計を対象とした歳入総額から歳出総額を差し引いた実質的な赤字額が、標準財政規模に

　対して占める割合で、全ての会計の赤字や黒字を合算、指標化して市全体の財政運営の深刻度を示

　すものです。

（３）実質公債費比率

　　全ての会計と一部事務組合を合わせた公債費及び公債費に準じるものが、充当された標準財政規

　模（元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を除く。）に占める割合の３ヵ年平均の比率で、資

　金繰りの危険度を示すものです。

（地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金）－

標準財政規模 －
（３ヵ年平均）

　※　準元利償還金：①～⑤の合計額

　　①　満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金相当額

　　②　公営企業債の償還財源に充当したと認められる一般会計等からの繰出金

　　③　組合等が起こした地方債の償還財源に充当したと認められる一般会計からの負担金・補助金

　　④　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

　　⑤　一時借入金の利子

　※　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

　　地方交付税の算定上、基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金

　　基準財政需要額：合理的かつ妥当な水準で行政を行った場合の財政需要を算定したもの
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（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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（４）将来負担比率

　　一般会計等が将来負担すべき地方債残高や債務負担行為に基づく支出予定額などの実質的な負債

　の残高が、標準財政規模（元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を除く。）に占める割合で、

　将来財政が逼迫する可能性を示すものです。

将来負担額 － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 －
（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　※　将来負担額：①～⑧の合計額

　　①　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

　　②　債務負担行為に基づく支出予定額

　　③　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還金に充てる一般会計等からの負担等見込額

　　④　組合等の地方債の元金償還に充てる本市からの負担等見込額

　　⑤　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

　　⑥　設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額

　　⑦　連結実質赤字額

　　⑧　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

（５）資金不足比率

　　公営企業の資金不足額が、事業の規模に占める割合で、経営状況の深刻度を示すものです。

　※　資金の不足額

　　　（法適用企業）　＝（流動負債 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした

　　　　　　　　　　　　　地方債の現在高 － 流動資産） － 解消可能資金不足額

　　　（法非適用企業）＝（繰上充用額 ＋ 支払繰延額・事業繰越額 ＋ 建設改良費等以外の経費

　　　　　　　　　　　　　の財源に充てるために起こした地方債現在高）－ 解消可能資金不足額

　　　　　解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生

　　　　　　　　　　　　　　　じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一

　　　　　　　　　　　　　　　定の額。

　※　事業の規模

　　　（法適用企業）　＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額

　　　（法非適用企業）＝ 営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額

＝

＝
資金の不足額
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